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北九州市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公

布する。 

令和元年６月２７日 

                  北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第１２号 

北九州市職員退職手当支給条例施行規則等の一部を改正する規則 

 次に掲げる規則の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

（１） 北九州市職員退職手当支給条例施行規則（昭和３８年北九州市規則

第２２号） 

（２） 北九州市印鑑条例施行規則（昭和３８年北九州市規則第６０号） 

（３） 北九州市道路占用規則（昭和３８年北九州市規則第８９号） 

（４） 北九州市計量検査所設備貸付規則（昭和３８年北九州市規則第１１

０号） 

（５） 北九州市漁港管理規則（昭和３９年北九州市規則第３１号） 

（６） 北九州市農業振興資金融資規則（昭和３９年北九州市規則第３４号

） 

（７） 北九州市指定金融機関等事務取扱規則（昭和３９年北九州市規則第

５２号） 

（８） 北九州市市税条例施行規則（昭和３９年北九州市規則第５８号） 

（９） 北九州市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年北

九州市規則第８８号） 

（１０） 北九州市自動車臨時運行許可規則（昭和３９年北九州市規則第９

９号） 

（１１） 北九州市土地区画整理事業施行地区内宅地地積の訂正の手続に関

する規則（昭和３９年北九州市規則第１０１号） 

（１２） 北九州市市営林規則（昭和４０年北九州市規則第４５号） 

（１３） 北九州市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則（昭和４０年

北九州市規則第４９号） 

（１４） 北九州市児童福祉措置費等徴収規則（昭和４０年北九州市規則第

７１号） 

（１５） 北九州市宅地造成等規制法施行細則（昭和４１年北九州市規則第

１２号） 

（１６） 北九州市住居表示に関する条例施行規則（昭和４１年北九州市規

則第４４号） 

（１７） 北九州市土地区画整理事業清算金取扱規則（昭和４２年北九州市
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規則第３７号） 

（１８） 建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例施行規則（

昭和４２年北九州市規則第７１号） 

（１９） 北九州市老人保護措置費用徴収規則（昭和４３年北九州市規則第

２４号） 

（２０） 失業者の退職手当支給規則（昭和４４年北九州市規則第２５号） 

（２１） 北九州市風致地区条例施行規則（昭和４５年北九州市規則第６１

号） 

（２２） 北九州市屋外広告物条例施行規則（昭和４９年北九州市規則第３

１号） 

（２３） 北九州市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則（昭和４９年北

九州市規則第９５号） 

（２４） 北九州市都市緑地法施行細則（昭和４９年北九州市規則第１０８

号） 

（２５） 北九州市会計関係帳票規則（昭和５０年北九州市規則第１５号） 

（２６） 北九州市港湾施設管理条例施行規則（昭和５２年北九州市規則第

３１号） 

（２７） 北九州市危険物の規制に関する規則（昭和５４年北九州市規則第

４７号） 

（２８） 北九州市港湾環境整備負担金条例施行規則（昭和５５年北九州市

規則第２１号） 

（２９） 北九州市石油コンビナート等災害防止法施行細則（昭和５７年北

九州市規則第２５号） 

（３０） 北九州市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和

６０年北九州市規則第６２号） 

（３１） 北九州市自転車の放置の防止に関する条例施行規則（平成元年北

九州市規則第４１号） 

（３２） 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則（平成６年北九

州市規則第１３号） 

（３３） 北九州市認可地縁団体印鑑条例施行規則（平成７年北九州市規則

第１６号） 

（３４） 政治倫理の確立のための北九州市長の資産等の公開に関する条例

施行規則（平成７年北九州市規則第７７号） 

（３５） 北九州市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平

成８年北九州市規則第３３号） 
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（３６） 北九州市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成８年北九

州市規則第５２号） 

（３７） 北九州市消防局消防職員委員会に関する規則（平成８年北九州市

規則第６８号） 

（３８） 北九州市身体障害者福祉法施行細則（平成１１年北九州市規則第

１号） 

（３９） 北九州市環境影響評価条例施行規則（平成１１年北九州市規則第

３３号） 

（４０） 北九州市漁業集落排水処理施設条例施行規則（平成１２年北九州

市規則第２８号） 

（４１） 北九州市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施

行規則（平成１３年北九州市規則第６号） 

（４２） 北九州市議会における政務活動費の交付に関する条例施行規則（

平成１３年北九州市規則第２５号） 

（４３） 北九州市環境未来税条例施行規則（平成１５年北九州市規則第５

号） 

（４４） 北九州市健康増進法施行細則（平成１５年北九州市規則第９７号

）  

（４５） 北九州市消費生活条例施行規則（平成１６年北九州市規則第１０

８号） 

   付 則 

 この規則は、令和元年７月１日から施行する。 
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北九州市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和元年６月２７日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第１３号

北九州市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則

北九州市公害防止条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第６号）の一部を

次のように改正する。

第１３条第２項、別表第１の１の項及び別表第３の２ 指定工場等に係る規

制基準の表備考第５項各号列記以外の部分中「日本工業規格」を「日本産業規

格」に改める。

付 則

この規則は、令和元年７月１日から施行する。
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北九州市告示第６９号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  令和元年７月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

黒崎中央調剤薬局 北九州市八幡西区黒崎三丁目８番

２６号 

令和元年６

月１日 
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北九州市告示第７０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  令和元年７月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  竹並自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 宮野勇次郎 北九州市若松区大字竹並７４８番地２ 

変更後 大庭俊美 北九州市若松区大字竹並７２０番地１ 

３ 変更年月日 

  平成３１年４月７日 
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北九州市告示第７１号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  令和元年７月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  八幡西区的場自治町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 釼 捷岐 北九州市八幡西区的場町２０番２３号 

変更後 古賀博史 北九州市八幡西区的場町１４番２７号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市八幡西区的場町２０番２３号 

変更後 北九州市八幡西区的場町１４番２７号 

４ 変更年月日 

  平成３１年４月１日 
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北九州市告示第７２号

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

、その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した

書面を、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。

  令和元年７月１日 

北九州市長 北 橋 健 治

１ 申請の概要

（１） 申請者

北九州市小倉北区大手町１５番１号 

公益財団法人健和会 

理事長 西中徳治 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称

北九州市小倉北区大手町１３番１号 

健和会大手町病院 

（３） 特定施設の設置の概要

   特定施設の設置 

 （４） 設置される特定施設に関する事項 

ア 種類、名称及び能力 

種類 ６８の２号イ 厨房施設 ６８の２号ロ 入浴施設 

名称 厨房 介助入浴装置 

能力 １，３４７食／日 浴槽容量４５５ℓ ×８台 

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の設置年

月日 

名称 厨房 介助入浴装置 

使用時間間隔 ６時～２０時 断続 ９時～１９時 断続

１日当たりの使用時間 １４時間 １０時間

季節的変動 なし 同左
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設置年月日 許可後 同左

ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの量及 

び汚染状態 

名称 厨房 介助入浴装置 

汚水量

（ｍ３/日）

通常 ５０

最大 ６０

通常 ６４

最大 ９６

水素イオン濃度 ５～９ ５～９

生物化学的酸素要求量

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ４００

最大 １，０００

通常 ２００

最大 ６００

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ４００

最大 ８００

通常 １５０

最大 ６００

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ６０

最大 １５０

通常 １０

最大 ３０

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 ４０

最大 ２４０

通常 ５０

最大 ２４０

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ）

通常 １５

最大 ３２

通常 ５

最大 ３２

（５） 汚水等の処理施設に関する事項 

   当該特定施設から排出される汚水は、全て公共下水道へ排除するため、

公共用水域への排出はない。 

（６） 排出水に関する事項

   排水口名、排水量及び汚染の状態 

排水口名 排水口Ｎｏ．４ 

排出水の量

（ｍ３／日）

通常 １２３ 

最大 １６８ 

水素イオン濃度 ６．５～８．５ 

生物化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２ 

最大 ３ 
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浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５ 

最大 １０ 

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３ 

最大 ５ 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３ 

最大 ５ 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５ 

最大 １．０ 

  備考 排水口Ｎｏ．４から公共用水域へ排出される排水は、地下水浄水装

置の逆浸透膜濃縮水の余剰水である。 

２ 縦覧の期間及び場所 

（１） 期間 

   令和元年７月１日から同月２２日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く毎日午

前８時３０分から午後５時１５分まで）

   （２） 場所 

     北九州市小倉北区城内１番１号

    北九州市環境局環境監視部環境監視課

３  意見書の提出要領

  当該事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した

文書を、令和元年７月２２日までに上記縦覧場所に到着するように提出する

こと。 
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北九州市公告第１１７号 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第１

項の規定により北九州市農業振興地域整備計画を変更したので、同条第４項に

おいて準用する同法第１２条第１項の規定により公告し、同条第２項の規定に

より当該変更後の北九州市農業振興地域整備計画書の写しを次のとおり縦覧に

供する。 

  令和元年７月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

 変更後の北九州市農業振興地域整備計画書の縦覧場所 

 北九州市小倉北区城内１番１号 

 北九州市産業経済局農林水産部農林課 
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北九州市公告第１１８号

 北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号）第６条の３

第１項の規定により計画段階環境配慮書及びこれを要約した書類の提出があっ

たので、同条第２項の規定により、次のとおり公告するとともに、同条第３項

の規定により、当該配慮書等を縦覧に供する。

 なお、当該配慮書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、縦覧

期間満了の日までの間に、市長に意見書を提出することができる。

  令和元年７月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

  豊田通商株式会社

  取締役社長 貸谷伊知郎

  名古屋市中村区名駅四丁目９番８号

２ 対象事業の名称

  次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究（要素技術実証）

３ 縦覧場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

  北九州市環境局環境監視部環境監視課

  北九州市若松区浜町一丁目１番１号

  北九州市若松区役所総務企画課

  北九州市若松区鴨生田二丁目１番１号

北九州市若松区役所島郷出張所

  北九州市小倉北区大手町１１番５号

北九州市立文書館

４ 縦覧期間及び縦覧時間

 令和元年７月１日から同月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く 。） の毎日

午前８時３０分から午後５時１５分まで（島郷出張所においては午前８時３

０分から午後５時まで及び北九州市立文書館においては午前９時３０分から

午後６時まで）
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北九州市上下水道局告示第５号

 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。

  令和元年７月１日

北九州市上下水道局長 中 西 満 信

指定番号 工事店名

代表者

所在地 指定の有効期間

３１６０ あかり技建 

河野紀章 

北九州市小倉南区

長行西三丁目１８

番１９号 

令和元年７月１日か

ら令和６年５月３１

日まで 

８１２２ ひびき株式会社吉

富営業所 

植山 守 

福岡県築上郡吉富

町大字広津５１７

番地１ 

令和元年７月１日か

ら令和６年５月３１

日まで 
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北九州市上下水道局告示第６号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和元年７月１日 

北九州市上下水道局長 中 西 満 信   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｈ－０４８ ＡＱＵＥＬ 下村純平 北九州市八幡東区

清田一丁目９番２

号 

令和元年７

月１日 

Ｍ－１６９ Ａ．Ｉ設備

工業 

石橋眞吾 北九州市小倉南区

東貫一丁目１１番

２２号 

令和元年７

月１日 
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北九州市上下水道局公告第３０号

 北九州広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５０年北九州

市条例第４９号）第５条第１項の規定により、下水道事業受益者負担金賦課対

象区域を次のとおり公告する。

 その関係図面は、公告の日から２週間北九州市上下水道局総務経営部営業課

において一般の縦覧に供する。

  令和元年７月１日

北九州市上下水道局長 中 西 満 信  

受益者負担金賦課対象区域 

＜門司区＞          

１ 住居表示実施区域

  町   名         地   番

清見小夜町 １番１８５ 

白野江一丁目 ２３４７番２及び２４４６番５ 

２ 住居表示未実施区域 

              大字伊川 

９６５番４ 

              大字大積 

１２番３の一部及び１４１０番６ 

              大字恒見 

２３３番２ 

＜小倉北区＞                                              
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１ 住居表示実施区域

  町   名           地   番

霧ヶ丘二丁目 ４１番４８ 

２ 住居表示未実施区域 

               西港町 

１５番７１及び１６番２０ 

＜小倉南区＞          

１ 住居表示実施区域 

  町   名            地   番 

上石田一丁目   ８７８番１、８８０番及び１０３３番１ 

朽網東三丁目   

１２９７番１、１３０１番１、２５０６番１、２

５０６番１１、２５０６番１２及び２５０６番１

４ 

朽網東四丁目 ８５番５ 

朽網東六丁目 ４１６番２ 

葛原東五丁目 １７０１番１ 

志井三丁目 ６１２番５０及び６１２番５１ 

志井六丁目 １７６２番１及び１７６２番４ 

曽根新田南一丁目 ３２０番１２及び３２０番１３ 
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高野三丁目 １２７６番３及び１２７６番６ 

高野四丁目 １６５０番３ 

津田五丁目 ４０８番１、４０９番３及び４０９番１１ 

中曽根四丁目 

１２９０番１、１２９０番８から１２９０番２７

まで、１２９０番３１から１２９０番４１まで、

１２９５番１、１２９５番１１から１２９５番１

４まで、１２９７番４、１２９７番５及び１２９

９番３の一部 

中曽根新町 ９２２番３ 

東貫二丁目 
３５５３番１及び３５５３番１３から３５５３番

２４まで 

東貫三丁目 
３５８２番１の一部、３５８２番２から３５８２

番１３まで及び３５８４番３ 

湯川三丁目 
２１４番５、２１４番８から２１４番３７まで及

び２３５番４から２３５番１７まで 

横代北町二丁目 １０９３番１ 

横代北町四丁目 １１２６番７ 

２ 住居表示未実施区域     

              大字小森

６番１、６番２、４６６番７及び５１４番１の一部 

              大字志井
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１３９７番３ 

             大字新道寺 

３９９番１から３９９番１１まで、４００番１、４００番７から４００

番１８まで及び４１５番１ 

８及び４１５番１

              大字長野 

２６５番３ 

              大字母原 

１４番２及び３４番２

              大字横代 

１８５７番３ 

              大字呼野 

３６６番４ 

＜若松区＞                                              

１ 住居表示実施区域

  町   名         地   番 

南二島五丁目 ４９５番９４ 

２ 住居表示未実施区域   
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              向洋町 

１０番７２から１０番７４まで及び１０番８１ 

              大字頓田 

６１０番２ 

             響町一丁目 

１３番１ 

             響町三丁目 

２６番、２７番、２９番の一部、３０番の一部及び３１番 

＜八幡西区＞  

１ 住居表示実施区域 

  町   名         地   番

石坂二丁目 ３５７６番１ 

泉ケ浦二丁目 ２７０１番７４５ 

上香月一丁目 ３２７９番 

上上津役六丁目 
２４３９番１、２４６４番１、２４６５番２及び

２４６５番４ 

楠橋下方一丁目 ６５９番１１ 

21



木屋瀬二丁目 
５４１番２及び５４１番１２から５４１番１６ま

で 

木屋瀬三丁目 ６２４番１ 

下畑町 ７１６番３ 

茶屋の原二丁目 ９９０番 

野面二丁目 ２３９７番１及び２３９７番９ 

馬場山原 １２４６番１０ 
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